
在宅避難 
 

自宅が安全であることが確認できる場合は、 

無理に避難所へ避難することはありません。 

感染症のリスクを避けるためにも、自宅での 

生活（在宅避難）を検討してください。 

在宅避難をしている場合でも、近くの避難所 

で食料や飲料水、生活物資などを受け取るこ 

とができます。 

 

 
 

感染症用品を備えておきましょう 

各避難所には一定数の感染症対策用品は備蓄

していますが、数に限りがあります。感染症

対策用品を非常時持ち出し品に加え、避難所

へ持参するようにしましょう。 

 

 

 

ペット同行避難の注意点について 

 

ペット同行避難とは、避難所でペットと同じ 

部屋等で生活をすることではありません。 

 

ルール 
・ペット用の備蓄品を準備し、建物を汚さないよう 

に気をつけ、清掃、においの発生防止に努める 

・各種ワクチン接種や寄生虫の予防・駆除などの 

健康対策を行うこと 

・運営本部の指示に従い指定された場所で管理し、 

居住場所に入れないこと 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・言いたい事を体の動きで伝える 

・指さしや、実物を見せる 

・絵、筆談（文は短くわかりやすく）手の平書き、 

空書、地面に書く等もできます 

・ケイタイやスマホのメール機能、文字入力機能を

使う、音声を文字化するアプリ等もあります 

 

危険が迫っている場合はすぐに避難所へ 

戸田市ハザードブックの確認 

自宅周辺の危険な場所、避難所や避難経路、

非常持ち出し品、備蓄品などを確認しておき

ましょう。 

家族との連絡方法 

 

災害発生時には、普段の連絡手段が使えない 

場合があります。事前に連絡方法を決めてお 

きましょう。 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

社 会 福 祉 法 人 

戸田市社会福祉協議会 

手話通訳者派遣事務所 

 

昨年１０月１２日から 13 日にかけて台風１９号が日本に直撃、戸田市でも大雨により河川敷が浸水、道路冠水、

停電等の被害がありました。新型コロナウイルス感染症の感染拡大する状況下で、大規模災害が発生した場合を考

え、日頃から災害の危険を予測し備えておくことが大切です。 

分散避難 

被災していない地域の親戚宅や友人宅、知人

宅、宿泊施設等への避難が可能な場合は、そ

ちらへ避難することも、感染リスクを避ける

方法の一つになります。 

あらかじめ、親戚や友人に、災害発生時には

避難させていただくことを相談しておきまし

ょう。 

 

 

聞こえの程度は、一人ひとり違います 

放送や呼びかけに気づかない人がいたら 

正面からコミュニケーションをとってくだい 

聴覚障害のある方は、口

の動きや表情から内容を

理解する方もいます。マ

スクを着用していると顔

が隠れてしまうため、話

しかけられていることも

わかりません。 

 手話、口話、指文字の他にも 

コミュニケーションの方法があります 

https://1.bp.blogspot.com/-36WbAW3T7F8/VCkbRMep-LI/AAAAAAAAnEA/oWZ_DfhAHbc/s800/pet_carry_cage_dog.png
https://1.bp.blogspot.com/-hip9_iGhZrg/VCkbQtjdSGI/AAAAAAAAnD8/GuCWUBQ-uDI/s800/pet_carry_cage_cat.png
https://2.bp.blogspot.com/-2hVEXn2ElW0/Uku_RxT8ziI/AAAAAAAAYx4/_UuxvprPdCE/s800/torikago.png


 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  生活 医療 就労 教育 行事等 その他 合計 

8 月 件数（件） 13 25 1 1 5 1 46 

 人数（人） 13 25 1 1 7 2 49 

9 月 件数（件） 15 23 0 0 7 2 47 

 人数（人） 15 23 0 0 14 3 55 

  

〒335-0015 

戸田市川岸 2-4-8 

（心身障害者福祉センター内） 

 

TEL：048-445-1828 

FAX：048-441-5031 

 

todahaken＠rakuten.jp 
停電の際に備えて登録してください 

平日 ８時３０分～17時 15 分 

専任手話通訳者が常駐しています。 

お気軽にお問合せください。 

 

 

「聴覚障害者等による電話の利用の円滑化に関する法律案」が成立しました 2020.6.3 

 

 

 

これまで民間団体である日本財団が提供している電話リレーサービスは、

利用者や対応時間が限られており、110「警察」119「消防・救急」

118「海上保安本部」への通報は受け付けていないことから、利用者から

は国の責任とした公共サービスとして提供してほしいという声が上がって

いました。今回の法制定により国の責務が規定され、公共インフラとして

実施されることになります。今後、聞こえる人と同じように誰に対しても

必要な電話をいつでも、すぐにかける事ができるよう対応がすすめられて

いきます。 

 

戸田市手話通訳者派遣事務所 

令和 2 年度第 1 回登録手話通訳者研修会を実施しました！ 

今年度は新型コロナウイルスの感染

拡大に伴い、当初の予定から延期

し、9月１４日（月）午後２時３０

分から第１回登録手話通訳者研修会

を実施しました。今回は講師と調整

の結果、ビデオ通話アプリを利用し

て遠隔にて実施しました。機材の準

備など様々な点で課題はありました

が、充実した研修を受けることがで

きました。 

令和 2年度登録手話通訳者認定試験対策講座 受講生募集 

 
令和 2年 11月 7日、14日 

 12月 5日、12日 

令和 3年  1月 9日、２３日 

  2月 6日、１３日 

  3月 6日、１３日 

土曜日、午後 1 時 30 分～午後 3 時 30 分 

 

【日 程】 

【会 場】戸田市立心身障害者福祉センター 

（障害者福祉会館） 

【対 象】手話通訳者養成講習会（手話通訳Ⅱ・Ⅲ）を修了 

（見込み含む）または同程度の技術を有する者 

【受講料】無料 

【申 込】10月 30日（金）までに所定の申込書を 

戸田市手話通訳者派遣事務所へ提出 

※申込書は戸田市手話通訳者派遣事務所にて配布しています。 

令和 2年度手話通訳者派遣実績 

 


